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中央教育審議会「中間まとめ」に対する全日本教職員組合の意見 

 

１．競争主義的な教育制度をあらため、教職員定数を抜本的に改善し少人数学級を実施することが必要

であることの明示を。 

○ 子どもたちの実態について、子どもの貧困や生徒指導上の課題（いじめ、暴力、登校拒否・不登校、

自殺問題など）等が指摘されていることは重要である。その要因を分析し、実態を踏まえた施策の

検討が求められる。 

○ 国連子どもの権利委員会日本政府第 4・5 回統合報告審査最終所見は、「社会の競争的な性格によ

り子ども時代と発達が害されることなく、子どもがその子ども時代を享受することを確保するため

の措置をとること」（C.一般原則 20）、「あまりにも競争的な制度を含むストレスフルな学校環境から

子どもを解放すること」（G.障害、基礎的健康及び福祉 39（ｂ））と競争的な教育制度をきびしく指

摘している。競争主義的な教育制度によるプレッシャーが、子どもの貧困と格差の拡大のもとで、登

校拒否・不登校、暴力行為、いじめ、自殺の増加の要因となっている。また、自己責任論が押しつけ

られるなかで、「勉強できないのは自分のせい」など子どもたちが自己肯定感を持てない実態を直視

する必要がある。 

○ 子どもの貧困と格差の拡大を是正し、子どもたちを包括的に保護する施策を拡充することが求めら

れる。全国学力学習状況調査に代表される競争主義的な施策をあらため、すべての子どもたちの豊か

な成長・発達を保障するための教育条件整備をおこなうことこそが必要である。また、ゆきとどいた

教育を保障する少人数学級の実現が求められる。義務・高校標準法を改正し教職員定数を抜本的に改

善して正規の教職員を増やし、少人数学級を実施することが必要であることの明示を求める。 

 

２．「個別最適な学び」が、子どもたちをいっそう個別に競わせる「孤立した学び」となることが危惧さ

れる。 

 ○ 競争的な社会や競争主義的な教育制度のもとで自己責任論が押しつけられる中では、子どもたち

が自ら学習課題を設定・調整し主体的に学習することは困難であり、いっそう個別に競わせ、「孤立

した学び」に陥ることが危惧される。さらに、ＡＩの活用などＩＣＴ活用の推進により、現実の子ど

もたちの生活から出発した多様で柔軟な教育課程づくりが困難となる危険性もある。 

 ○ 「指導の個別化」として「粘り強く取り組む態度」の育成を強調することで、表面的な「態度」を

取り繕うことや、子どもたちの内面を評価することにつながる恐れがある。また、「自己調整力」の

育成を機械的に強調することが、とりわけ幼稚園や小学校低学年などで発達段階をふまえない指導

や評価につながることが危惧される。 

 ○ これまでから学校現場では多様な子ども同士での共同の学びが重視されてきた。新型コロナ感染

拡大による学校休校が余儀なくされる中で、子ども同士が関わり合い共同で学び合うことが、学校生

活への復帰や全人格的な成長・発達に重要であることがあらためて示された。「協働的な学び」につ

いて「持続可能な社会の創り手として必要な資質・能力」を育成するために「『協働的な学び』も重

要」とすることは、子どもたちの全人格的な成長・発達のためではなく、社会や国のための「人材」

育成のためのものと言わざるを得ない。 

 

【中間まとめの関連個所】 

 第Ⅰ部総論 ２．日本型学校教育の成り立ちと成果，直面する課題と新たな動きについて 

（３）変化する社会の中で我が国の学校教育が直面している課題    （Ｐ8） 
「相対的貧困20率は13.5％であり，７人に１人の子供が相対的貧困状態」 

「平成 30（2018）年度の小・中・高等学校におけるいじめの認知件数や重大事態の発生件数，暴力

行為の発生件数，不登校児童生徒数」 

「平成 30（2018）年の小・中・高等学校における児童生徒の自殺者数」 

「いじめの重大事態の発生件数や児童生徒の自殺者数」 

「児童相談所における児童虐待相談対応件数」                    
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３．義務教育段階で修得主義を取り入れることは、「教育の複線化」と格差拡大を招く恐れがある。 

 ○ とくに義務教育段階において、「履修主義と修得主義を適切に組み合わせ」るとし修得主義を取り

入れることは、留年や落第を生み出すことにつながり、競争主義的な環境のもとでいっそう格差を拡

大することにつながりかねない。「教育の複線化」へ道を開くものとなる危険性がある。高校におい

て、すべての子どもたちの学力を保障する環境を整えることや、卒業後の進路を保障することが求め

られる。 

 ○ 「特定分野に特異な才能を持つ児童生徒に対する指導」を強調することとあわせて修得主義を取

り入れることをすすめることは、「飛び級」制度の各学校段階への導入など、すべての子どもたちの

全人格的な成長・発達の保障が阻害されるおそれがある。 

 

４．ICT活用に関し、条件整備の格差が生じないようにすること、教職員の自主性・専門性の担保を求

める。 

○ ICT環境の整備は、「教師を支援するツール」として活用するために行うとされている。しかし現

時点では、「ツール」どころか、器具の不具合や通信環境の脆弱さ、使用法の複雑さなどによっ

て、教職員の負担が増大している。1人 1台端末の配備で終わらせず、地域間格差や家庭の経済状

況による格差が生じないよう、ひきつづき、条件整備のための十分な予算措置を求める。 

○ 学習における ICTの活用は、子どもたちがさまざまな課題を追究するために、調べたり、まとめ

たり、発表したりする際の「ツール」として有意義なものだと考える。 

一方、「オンデマンドの動画教材」「デジタル教科書・教材」など、既成の教材や指導方法を“流

す”タイプのものは、「その流れに乗っていけばよい」などと授業が画一化されてしまうことを危

惧する。教師は、ICT活用はもちろん、読書、見学、体験など様々な機会をとらえて研修を行い、

担当する子どもたちに合わせて教材を準備し、授業をすすめている。教育活動をすすめる上で、こ

のような教師の自主性や専門性が担保されることを求める。 

「『学習履歴（スタディ・ログ）』をはじめとした様々な教育データの蓄積・分析・利活用」によ

って、「個別最適な学び」が行えるとされていることについても同様である。子どもの観察やテス

ト、課題などを通して一人ひとりの習熟状況を把握した上で、授業を改善したり、それぞれに合わ

せて指導したりするとりくみは、教育活動の中軸である。教師がそのために十分な時間を充てられ

るよう、条件整備を求める。 

○ 学習履歴（スタディ・ログ）などの「教育データの蓄積・分析・利活用」、「学校健康診断の電子

化と生涯にわたる健康の保持増進への活用」が強調されている。「個人情報保護や情報セキュリテ

ィに配慮しつつ」と書かれてはいるが、すでにさまざまな場面で個人情報の流出が生じ、社会問題

となっている。マイナンバーとの紐づけといったことも報道されており、ビッグデータの集積につ

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅰ部総論 「３．2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿」  （Ｐ14～15） 

「子供たちに自ら学習状況を把握し，学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整

しながら粘り強く取り組む態度を育成すること」 

「教師が，学習履歴（スタディ・ログ）や生徒指導上のデータ，健康診断情報等を ICT の活用に

より蓄積・分析・利活用しつつ・・・」 

「持続可能な社会の創り手として必要な資質・能力を育成する『協働的な学び』も重要である」 

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅰ部総論 「４．「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性」    （Ｐ22～23） 

「義務教育段階においては，（略）教育課程を履修したと判断するための基準については，履修主

義と修得主義を適切に組み合わせ・・」 

「高等学校教育の特質を踏まえて教育課程の在り方を検討していく必要がある。」 
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いては保護者からも懸念の声が上がっている。事実上、公教育の場から営利を目的とした民間産業

に個人情報を預けるようなことには、慎重を期すべきである。 

○ 「ICT人材の確保」について、「企業との連携」、教育委員会の「意思決定を伴う立場への配置を

促進」などの記載がある。「ICT人材」活用や「助言・支援」は、技術的な側面に絞って行われるべ

きである。 

 

５．小学校高学年への教科担任制導入は各学校の実情に合わせ、柔軟に。専科教員の増員を。 

○ 小学校高学年への教科担任制の導入は、子どもたちの学びの質を高めることができる、担任だけ

でなく複数の教員でクラスの指導にあたることができるなど、積極的な意義がある反面、配慮すべ

き課題もある。たとえば、義務教育学校などで実施したところ、子どもたちが学級担任と一緒に過

ごす時間が大幅に減ることにより、「トラブルが起こっても、その場ですぐに対応できない」「次々

と先生が入れ替わることで子どもが落ち着かなくなってしまった」「教科横断的な指導がしにく

い」などの課題が生じ、見直しを行った例もある。子どもの発達段階に見当ったものにするなど、

配慮すべき課題についても書き込まれるべきではないか。 

○ 2022年度から導入し、対象教科の例として外国語・理科・算数をあげているが、現状との乖離が

あるのではないか。文科省の調査によれば、高学年における教科担任制を実施している教科は、音

楽（5年：54.0％、6年：55.6％）、理科（5年：45.1％、6年：47.8％）、家庭（5年：33.9％、6

年：35.7％）、書写（5年：26.6％、6年：26.8％）の順に多い。実施する教科と時数については、

一律に押しつけるのではなく、子どもたちの状況、教職員配置の実情を踏まえて各学校で工夫でき

るよう、柔軟な制度にしていただきたい。 

○ 長時間過密労働が続く中、特に小学校教員の「持ちコマ数の軽減や授業準備の効率化」は焦眉の

課題である。教科担任制と言っても、学級担任どうしが授業を交換して他のクラスを担当する方式

では、「持ちコマ数の軽減」にはつながらない。専科教員の増員が必要である。義務標準法制定時

に教職員配置の基準にされた「1日 4コマ（週 5日制にあてはめれば週 20コマ）」程度の持ちコマ

数が可能となるよう、いわゆる「乗ずる数」を増やすなどの法改正を求める。 

 

６．20人程度の少人数学級編制への移行をめざし、教職員定数の抜本的改善を。 

○ 今の教室の広さと 40人学級の下で、身体的距離を確保しながら子どもたちの学びを保障するこ

とができないことは、誰の目にもあきらかである。子どもどうしが 2ｍの距離を取るためには、20

人程度の学級編制が必要であり、机のサイズを大きくするのであれば尚のこと、それは当然の要求

である。文科省概算要求には「学級編制の標準の引下げも含め……検討」と言及されている。答申

においては、ぜひ具体的な目標を示されたい。 

○ 多くの学校が、分散登校の時期にクラスを分割して少人数の編成で授業を行い、「1時間のうちに

何度も発言できた」「わからないことをその場で質問できた」「全ての子どもに目がゆきとどき、ゆ

とりのある授業ができた」など、子どもたちからも教員からも歓迎の声が上がった。少人数学級の

実現は、1人ひとりが大切にされる、ゆきとどいた教育の実現に不可欠の条件である。新しい時代

の教育のあり方として、まず、20人程度の学級編制をめざし、計画的に少人数学級への移行を推進

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅰ部総論 ４．「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性 

      （３）これまでの実践と ICTとの最適な組合せを実現する     （Ｐ21～22）       

第Ⅱ部各論 ６．遠隔・オンライン教育を含む ICTを活用した学びの在り方について（Ｐ58～63） 

      ７．新時代の学びを支える環境整備について 

      （４）学校健康診断の電子化と生涯にわたる健康の保持増進への活用  （Ｐ64）      

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅱ部各論 ２．9年間を見通した新時代の義務教育の在り方について 

（３）義務教育 9年間を見通した教科担任制の在り方 

 ①小学校高学年からの教科担任制の導入                   （Ｐ35～36）             
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されるよう求める。 

○ 少人数学級に移行するためには、義務標準法を改正して学級編制標準の引下げをはかり、それに

合わせて新たな定数改善計画を策定することによる、正規教員の増員が必要である。学級編制標準

を引下げずに「指導方法工夫改善」の加配を学級担任に充てたり、子どもの数の減少を見越して非

正規教員の採用を増やしたりすることは、教職員の負担増につながり、「教育に穴があく」実態を

いっそう深刻なものにしてしまう。前項で述べた専科教員の増員と合わせて学級担任の数を増やす

ための定数増を行うことが求められる。 

 

７．「適格者主義」を助長する高校教育「特色化・魅力化」を押しつけるべきではない。 

○ 「高等学校の特色化・魅力化」として、「スクール・ミッション」に沿った「資質・能力」を押し

つけることは高校教育の自主性・自立性を奪うことになる。 

高校は教育の場であり「サービス産業」ではない。「特色化・魅力化」によって高校間の競争をあ

おられ、生徒集めが激化し、高校間の協力共同の実践が形骸化させられている。新自由主義的な企業

の生き残りをかけた競争を教育に持ち込み、自分さえよいければよいという発想に立たせる結果を

招く「特色化・魅力化」の強調はすべきでない。 

とりわけ、「スクール・ミッションの再定義」は、高校にあるとされる「適格者主義」的な考え方

をいっそう助長し、生徒を高校にとって適格かどうかで判断し不適格な生徒を排除するものである。

こうした考え方は差別・選別と競争・格差を強化拡大するばかりである。 

○ 「普通科改革」では、「学力」による序列化の上位の一部をさらに引き上げることをねらい、それ

以外の生徒を普通科の解体・再編で生み出す「普通科」に押し込もうとしていることが明らかであ

る。「スクール・ポリシー」で特色や魅力を無理につくらずとも、すでに各高校には特色があり魅力

もある。国や地方自治体、教育行政などが意図的につくり出そうとすればするほど、今いる高校生や

卒業生たちの思いと乖離したものとなる。 

意図が不明確な中で無理に「改革」を行うことは、これまでに文科省が手掛けてきた様々な「無理

な改革」とその失敗と同じ轍を踏むことになる。「改革」を行うなら丁寧な説明で、当事者たる高校

生やいずれ高校生となる子どもたちが本当に必要だと感じるものとすべきである。ここで示された

「改革」はだれがそれを必要としているか明らかにされていない。 

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅱ部各論 ３．新時代に対応した高等学校教育の在り方について 
（２） 高校生の学習意欲を喚起し，能力を最大限に伸長するための各高等学校の特色

化・魅力化 
①スクール・ミッションの再定義(各高等学校の存在意義・社会的役割等の明確化)  

（Ｐ40） 
「各高等学校が育成を目指す資質・能力を明確にする」 
「学校の歴史，現在の社会や地域の実情を踏まえて，また，20 年後・30 年後の社会像・
地域像を見据えて，各学校の存在意義や各学校に期待されている社会的役割，目指すべ
き学校像をスクール・ミッションとして再定義することが必要である」 

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅱ部各論 ３．新時代に対応した高等学校教育の在り方について 
（２） 高校生の学習意欲を喚起し，能力を最大限に伸長するための各高等学校の特色

化・魅力化 
③「普通教育を主とする学科」の弾力化・大綱化(普通科改革)     （P 41） 

「普通教育を主とする学科を置く各高等学校がそれぞれの特色化・魅力化に取り組む 
「『普通教育を主とする学科』の種類の弾力的・大綱的な措置をとる」 

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅱ部各論 ７．新時代の学びを支える環境整備について 

     （１）基本的な考え方 （２）新時代の学びを支える教室環境等の整備 

（３）新時代の学びを支える指導体制等の計画的な整備      （Ｐ63～64） 
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○ 「専門学科改革」は、専門高校を企業・産業界が求める「人材」育成に特化した「専門学校化」、

「職業訓練校化」しようとしている。専門高校は職業技術のみを身につける場ではない。普通科高校

と共通する高校生としての成長・発達の場であり、その際、企業・産業界を含む社会のあり方を見つ

め、批判的な精神を身につけることも必要である。企業・産業界の望む通りの「人材」育成を、「産

業界と高等学校と一体」にすすめることではない。 

 

８．「インクルーシブ教育」は一人ひとりの発達を保障することであり、「共に行う」という原則を

持ち込むべきではない。特別支援学校の設置基準には、過大過密の解消につながる具体的な規定を

盛り込む必要がある。 

○ 「インクルーシブ教育」が「障害のある子供と障害のない子どもが可能な限り共に教育を受ける」

とされ、障害のある子どもが通常学級で教育を受けることを推進する方向性が読み取れる。通常学級

の条件整備は必要だが、一人ひとりの発達を保障する視点が不可欠である。小学校等で「通常の学級

に特別支援学級の児童生徒の副次的な籍を導入し，学級活動や給食等については原則共に行う」とあ

るが、学級活動や給食等を「共に行う」かどうかは、それぞれの実態によるべきであり、国が原則を

持ち込むべきではない。 

○ 「特別支援学校の教育環境を改善するため」には、特別支援学校の教室不足や過大過密解消につな

がる設置基準が必要であり、そのためには、児童生徒数や学級数の上限、児童生徒数などに応じた必

要な面積、障害種に応じた必要な特別教室などを示すべきである。危険な長時間通学を解消するた

め、通学時間を家から学校までで 1時間以内とするなどの規定も必要である。また、現存する学校を

適用外とするのでなく、期限を示すなどして整備を進めるべきである。教室不足解消のために、余裕

教室の活用が例示されているが、空き教室利用は、「間借り」のような状態になり、施設設備の条件

が非常に悪くなっているので、分校・分教室の基準も検討すべきである。新設を進める施策が必要で

あり、新設に対して補助率を 2／3に上げることや国有地を提供することなどの財政的な対策を示す

べきである。 

○ 「教師の専門性」の項では、今でも多忙な教職員にさらなる努力を求めているのみで、特別支援

学級・学校の定数改善などの条件整備の方針がない。特別支援学級では様々な課題をもつ子どもた

ちが最大８人も在籍し、学年も考慮されない学級編制で、１人の担任が「同時に指導する」ことに

は限界がある。編制標準を見直す必要がある。 

 

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅱ部各論 ３．新時代に対応した高等学校教育の在り方について 
（２） 高校生の学習意欲を喚起し，能力を最大限に伸長するための各高等学校の特色

化・魅力化 
④産業界と一体となって地域産業界を支える革新的職業人材の育成(専門学科改革)
（Ｐ41） 

「地域の持続的な成長を支える最先端の職業人育成」 
「地域の産業界で直接的に学ぶことができるよう，産業界と高等学校と一体となった，社
会に開かれた教育課程の推進」 

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅱ部各論 ４．新時代の特別支援教育の在り方について 

（１）基本的な考え方                       （Ｐ46） 

（２）障害のある子供の学びの場の整備・連携強化③特別支援学校における教育環

境の整備                           （Ｐ49） 

「特別支援学校に備えるべき施設等を定めた設置基準を策定するとともに，在籍者の

増加に伴う教室不足の解消に向けて，特別支援学校の新設や増築を行ったり，他の

学校の余裕教室を特別支援学校の教室として確保したりする等の集中的な施設整備

の取組を推進することが求められ」 

（３）特別支援教育を担う教師の専門性向上             （Ｐ50）  
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９．小規模校統廃合・地方切り捨てではなく、全国の子どもたちに等しくゆたかな教育条件の整備を。 

○ 「学校規模適正化の検討」について、劣悪な教育条件につながる学校の過大規模はすぐに解消すべ

き課題であるが、ここでは小規模校の統廃合が中心に位置づけられている。その際、教育行政による

判断だけでなく財政部局などの判断を受け入れ、コスト優先の統廃合をすすめるよう促している点

は大きな問題である。 

   自治体任せで安上がりの「適正規模・適正配置」をすすめ、国が全国各地の教育条件整備に対する

責任を放棄し、教育の機会均等を保障しないことがあってはならない。旧態依然とした「切磋琢磨

論」や、地方の小規模校には「デメリット」があると受け取れる表現が見られ、小規模校の統廃合と

地方切り捨てをすすめようとしている。 

   小規模校の子どもたちにとってよりよい教育条件の整備を最優先に行い、存続の是非については

地域住民や保護者から丁寧に意見を聞きとり、拙速な判断を行うことのないようにすることが必要

である。 

 

○ 「中山間地域や離島などに立地する学校に対する教育資源の活用・共有」では、「自前主義」から

の脱却が強調されているが、これはそれらの学校にはこれ以上、人も物も金もつける気はないという

考え方と受け止めることができる。遠隔授業を強調するが、現在行われている遠隔授業では大きな困

難が生じている実態を認識していないと思われる。中山間地域にある小規模校を存続させることは

地域にとっても重要なことであるが、学校を残すために人も物も金もない中で、辛抱せよ、我慢せ

よ、というのは地方切り捨て以外の何物でもない。こうした地域こそ、ICTに頼るのではなく、少人

数でゆたかな教育を受けることができるような教職員定数配置や環境整備予算措置を優先して行う

ことが必要である。 

 

１０．教員未配置の要因のひとつであり、教員の負担増となっている教員免許更新制度は廃止すべき。 

 ○ 「多様な知識・経験を有する外部人材による教員組織の構成等」として外部人材の活用を推進する

ことは、公教育への民間教育産業の参入をすすめ、安易な民間委託を加速することにつながる。新型

【中間まとめの関連個所】 
第Ⅱ部各論 （２）児童生徒の減少による学校規模の小規模化を踏まえた学校運営 

①公立小中学校等の適正規模・適正配置等について         （Ｐ65） 
「学校規模適正化の検討は,児童生徒の教育環境をより良くする目的で行うべきもの」 
「教育部局だけでなく，財政部局をはじめ公共施設所管部局や都市計画部局など，首長部局
と分野横断的な検討体制を構築・・・コストの最適化を図ることが必要である」 

「統合等による学校・学級規模の確保については・・・低学年中学年は地域に身近な分校に,
高学年はスクールバス等により本校に通う方法, 近隣の地方公共団体との組合立学校の
設置など」 

「小規模校において児童生徒が切磋琢磨し協働する環境整備の観点」 
「少人数を活かしたきめ細かな指導の充実，ICT を活用した遠隔合同授業等の取組により,
小規模校のメリットを最大化し，そのデメリットを最小化することで，教育の魅力化・充
実を行うことが必要」 

【中間まとめの関連個所】 
第Ⅱ部各論 （２）児童生徒の減少による学校規模の小規模化を踏まえた学校運営 

③中山間地域や離島などに立地する学校における教育資源の活用・共有（Ｐ66） 
「中山間地域や離島などの地域に立地する小規模な学校においては，自校の教育資源に限り
があり，単独で児童生徒の多様なニーズの全てに対応することは困難であることから，『自
前主義』からの脱却を図る必要がある」 

「高等学校段階においては，中山間地域や離島などの地域に立地する複数の高等学校を含め
たネットワークを構築し，遠隔授業を実施するなど，ICTも活用してそれぞれが強みを有す
る科目を選択的に履修することを可能とし，様々な教育資源を活用することによって，小規
模校単独ではなし得ない教育活動を行うことが求められている。」 

「学校間連携の見直しや遠隔授業の推進を図り， 複数の学校による連携・協働体制を整備す
るための制度的・財政的措置を講じることが必要である」 
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コロナ感染拡大により、学校の学習機会の保障や全人的な成長・発達の保障とともに福祉的役割やセ

ーフティネットとしての役割があきらかとなった。公教育を担う教職員の配置は国が責任をもって

おこなうことを基本とすべきである。 

 ○ 教員免許更新制が教員の多忙感を増大させ、未更新者が教員未配置の要因となっていることはあ

きらかである。また、教員の更新講習に係る負担は大きい。ただちに教員免許更新制度を廃止すべき

である。 

 ○ 教職を魅力あるものとするためには、教職員増などの具体的な長時間過密労働を解消するための

対策をただちに講じることや、教職員への管理統制を強化する施策をあらため、「教員の地位に関す

る勧告」をふまえ、教員の専門性を確保する自主的な研修権の保障、学問の自由に裏付けされた教育

の自由の確保こそ必要である。 

 

１１．外国人児童生徒等への教育を保障するための条件整備を求める。 

○ 文科省調査によっても明らかにされた、日本語指導が必要な外国人児童生徒等の実態（約 2 万人

が未就学、約 2割が「特別な指導」を受けられていない、高校進学率の低さと中途退学率の高さ、就

職者における非正規就職率の高さ等）に対する実効ある対策について、記述の補強を求める。 

○ 具体的には、地方公共団体関係部局の連携等による外国人児童生徒等の家庭に対する経済的・人的

支援の必要性、日本語指導担当教師の増員（2024年度までに 18人に 1人の割合での基礎定数化がす

すめられているが、母語・母文化の多様化や点在地区での巡回指導等を考えると、さらなる増員が必

要）、日本語指導補助者・母語支援員の配置、地域でのボランティアの活動などを支援する事業の拡

充などである。 

○ また、日本語習得のためにも母語・母文化を大切に育てることが重要であること、日常的な会話が

できるようになっても、学習に必要な言葉を習得するためには継続的な指導・支援が必要であり、学

校全体での指導・支援体制の構築が不可欠であることなどについて、補強されたい。 

 

以上 

 

 

 

 

 

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅱ部各論 ９．Society5.0時代における教師及び教員組織の在り方について 

（３）多様な知識・経験を有する外部人材による教員組織の構成等」  （Ｐ69～71） 

「教員免許更新制が現下の情勢において，子供たちの学びの保障に注力する教師や迅速な人

的体制の確保に及ぼす影響の分析を行う必要がある」 

【中間まとめの関連個所】 

第Ⅱ部各論 ５．増加する外国人児童生徒等への教育の在り方について        （P53～58） 


